
 
 
 

 

 

（日時） 令和７年３月１２日（水） 

（場所） 印西市役所 本庁舎４階 ４１会議室 

（出席者） 市長、副市長、教育長 

総務部長、企画財政部長、市民部長、環境経済部長、福祉部長、健康子ども部長、都市建設部長、上下水道部

長、教育部長、総務課長、企画政策課長、財政課長 

 

【令和６－１６】 印西市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

【健康増進課】 

１．理由及び概要 

印西市公共施設等総合管理計画（令和５年９月改訂）、印西市公共施設整備基本方針及び印西市公共施設適正

配置アクションプランに基づき、高花保健センター、印旛保健センター及び本埜保健センターを廃止し、その機能を総

合保健センター及び大森保健センターに集約することにより、運営の効率化及び事業の充実を図るために条例の 一 

部改正を行うもの。 

【令和６－１６】について、承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第８条） 

 

政 策 調 整 会 議 付 議 書 

整理番号 令和６－１６ 付議年月日  令和７年３月１２日 

所管部課名 健康子ども部健康増進課 

件   名 
印西市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

理由及び概要 

 印西市公共施設等総合管理計画（令和５年９月改訂）、印西市公共施設整

備基本方針及び印西市公共施設適正配置アクションプランに基づき、高花保

健センター、印旛保健センター及び本埜保健センターを廃止し、その機能を

総合保健センター及び大森保健センターに集約することにより、運営の効率

化及び事業の充実を図るために条例の一部改正を行うもの  

問題点及び 

調整事項 
 

関係法規及び

関係所管 
地域保健法（昭和２２年法律第１０１号） 

対応方針 令和７年５月開催の法令審査委員会に諮り、６月議会にて上程。 

※決定区分 

 

１・承認      ２・継続審議      ３・却下 

 

 


